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(57)【要約】
　本発明は、嫌気性膜バイオリアクター（２）からの濾
液（１ａ～１ｃ）を処理する方法であって、嫌気性膜バ
イオリアクター（２）からの濾液（１ａ～１ｃ）を実質
的に嫌気性に保ちながら、嫌気性膜バイオリアクターか
らの濾液（１ａ）のｐＨを低下させ、低下したｐＨを有
する濾液を逆浸透処理またはナノ濾過処理（３）にかけ
て、逆浸透またはナノ濾過透過物（４）および逆浸透ま
たはナノ濾過濃縮物（５）を形成する方法に関する。本
発明は、本発明による方法を実行するのに好適な装置な
らびに植物または動物のための精製水および／もしくは
栄養素を得るためのプロセスにさらに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　嫌気性膜バイオリアクター（２）からの濾液（１ａ～１ｃ）を処理する方法であって、
　前記嫌気性膜バイオリアクター（２）からの前記濾液（１ａ～１ｃ）を実質的に嫌気性
に保ちながら、前記嫌気性膜バイオリアクターからの前記濾液（１ａ）のｐＨを低下させ
、低下したｐＨを有する前記濾液を逆浸透処理またはナノ濾過処理（３）にかけて、逆浸
透またはナノ濾過透過物（４）および逆浸透またはナノ濾過濃縮物（５）を形成する、方
法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　二酸化炭素を前記濾液中に導入することにより、ｐＨを低下させる、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、
　前記二酸化炭素の少なくとも一部が、前記逆浸透またはナノ濾過透過物（４）から回収
される、方法。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の方法において、
　前記二酸化炭素の少なくとも一部が、前記逆浸透またはナノ濾過濃縮物から回収される
、方法。
【請求項５】
　請求項２、３または４に記載の方法において、
　前記二酸化炭素の少なくとも一部が、前記嫌気性膜バイオリアクター（２）で生じたバ
イオガス（３８）から回収される、方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の方法において、
　前記逆浸透またはナノ濾過にかけられる前記嫌気性膜リアクターからの前記濾液のｐＨ
を、ｐＨ７．０以下の値に、好ましくは６．３から６．５の範囲内のｐＨに低下させる、
方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の方法において、
　－　前記嫌気性膜バイオリアクター（２）の前記濾液は、嫌気性膜バイオリアクター（
２）の膜濾過ユニット（１１）、特に限外濾過ユニット（１１）で形成され、前記嫌気性
膜バイオリアクター（２）は消化槽上部空間（１０）を有する嫌気性消化槽（９）をさら
に備え、
　－　実質的に嫌気性条件を維持しながら、前記膜濾過ユニット（１１）で形成された前
記濾液（１ｃ）が濾液コンテナ上部空間（１３）を有する濾液コンテナ（１２）中に供給
され、前記濾液コンテナ（１２）から、前記嫌気性膜バイオリアクターからの前記濾液（
１ｂ、１ａ）が逆浸透またはナノ濾過ユニット（３）に供給され、そこで前記逆浸透処理
またはナノ濾過処理が行われ、
　前記消化槽（９）および前記濾液コンテナ（１２）は、前記消化槽上部空間（１０）と
前記濾液コンテナ上部空間（１３）とを接続するガス導管（１４ａ、１４ｂ）を介して連
通する容器である、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、
　前記嫌気性膜リアクターからの前記濾液に、酸を導入することにより、特に回収された
二酸化炭素を導入することにより、前記濾液のｐＨを低下させ、前記導入は、前記濾液コ
ンテナ（１２）の下流かつ前記逆浸透またはナノ濾過ユニット（３）の上流で行われる、
方法。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の方法において、
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　逆浸透またはナノ濾過にかけられる、前記嫌気性膜バイオリアクターからの前記濾液が
、少なくとも２０ｐｐｍのリン酸塩、特に約５０ｐｐｍ以上のリン酸塩およびアンモニア
を含有し、アンモニアのリン酸塩に対するモル比は１．５より大きい、特に約２．５以上
である、方法。
【請求項１０】
　請求項２から５のいずれか一項に記載の、または請求項２から５のいずれか一項に従属
する請求項６から９のいずれか一項に記載の方法において、
　二酸化炭素が、前記逆浸透またはナノ濾過濃縮物から回収され、それにより、逆浸透ま
たはナノ濾過処理の直後の前記濃縮物と比較して二酸化炭素含有量が低下した濃縮物が得
られ、
　前記二酸化炭素含有量が低下した濃縮物が、塩析、好ましくは過飽和工程にかけられ、
沈殿物、好ましくはアンモニアおよび／またはリン酸塩を含む沈殿物が回収される、方法
。
【請求項１１】
　請求項２から５のいずれか一項、請求項２から５のいずれか一項に従属する請求項６か
ら９のいずれか一項、または請求項１０に記載の方法において、
　前記逆浸透またはナノ濾過透過物が、真空ストリッパー、ガスストリッパー（窒素を使
用して前記透過物から二酸化炭素を取り出すストリッパーなど）および膜接触器からなる
群から選択される二酸化炭素回収ユニットで処理され、前記透過物から二酸化炭素を取り
出す、方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法を実行するのに適した装置であって、
　消化槽（９）および膜濾過ユニット（１１）を備える嫌気性膜バイオリアクター（２）
を備え、前記膜濾過ユニット（１１）の濾液排出口は、二酸化炭素を前記濾液中に導入す
るための気液混合ユニット（８）を介して逆浸透またはナノ濾過ユニット（３）に接続さ
れており、前記逆浸透またはナノ濾過ユニットは、逆浸透またはナノ濾過透過物排出口（
２８）および逆浸透またはナノ濾過濃縮物排出口（２９）を有し、
　前記装置は、
　－　前記透過物から二酸化炭素を回収するための二酸化炭素回収ユニット（７）であっ
て、前記透過物排出口に接続されている導入口（３３）を有し、二酸化炭素が回収された
液体、特に水のための排出口（３５）、および回収された二酸化炭素のための排出口（３
４）をさらに有し、前記回収された二酸化炭素のための排出口（３４）が、前記二酸化炭
素を前記混合ユニット（８）に導入するための前記混合ユニット（８）の導入口（２５ａ
）に接続されている、二酸化炭素回収ユニット（７）、
　－　前記濃縮物から二酸化炭素を回収するための二酸化炭素回収ユニット（６）であっ
て、前記濃縮物排出口（２９）に接続されている導入口（３０）を有し、二酸化炭素が回
収された濃縮物のための濃縮物排出口（３２）、および回収された二酸化炭素のための排
出口（３１）をさらに有し、前記回収された二酸化炭素のための排出口が、前記二酸化炭
素を前記混合ユニット（８）に導入するための前記混合ユニット（８）の導入口（２５ｂ
）に接続されている、二酸化炭素回収ユニット（６）、および
　－　前記消化槽（９）で生じたバイオガスから二酸化炭素を回収するための二酸化炭素
回収ユニット（４０）であって、前記バイオガスを導入するための導入口（３９）、二酸
化炭素が回収されたバイオガスのための排出口（４１）、および回収された二酸化炭素の
ための排出口（４２）を有し、前記回収されたバイオガスのための排出口（４２）が、前
記二酸化炭素を前記混合ユニット（８）に導入するための前記混合ユニット（８）の導入
口（２５ｃ）に接続されている、二酸化炭素回収ユニット（４０）、
の少なくとも１つをさらに備え、
　前記装置は、前記消化槽、膜濾過ユニットおよび前記逆浸透またはナノ濾過ユニットに
おいて、実質的に嫌気性の条件を維持するように構成されている、装置。
【請求項１３】
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　請求項１２に記載の装置において、
　上部空間（１０）を有する消化槽（９）を備え、前記消化槽は、水性流体ストリームの
ための導入口（１６）、ガス排出口（１８）、導管（１７ａ）を介して膜濾過ユニット（
１１）の導入口（１８）と接続されている液体流出物のための排出口（１７）を有し、前
記膜濾過ユニット（１１）は保持液排出口（１９）および濾液排出口（２０）を有し、
　上部空間（１３）を有する濾液コンテナ（１２）を備え、前記濾液コンテナは、濾液導
管（１ｃ）を介して前記濾過ユニット（１１）の濾液排出口（２０）と接続されている導
入口（２１）および濾液排出口（２２）を有し、
　前記消化槽（９）および前記濾液コンテナ（１２）は、少なくとも使用中は、前記消化
槽（９）の前記上部空間（１０）と前記濾液コンテナ（１２）の前記上部空間（１３）と
を接続するガス導管（１３ａ、１４ｂ）を介して連通する容器である、装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置において、
　前記消化槽上部空間（１０）と前記濾液コンテナ上部空間（１３）とを接続する前記ガ
ス導管（１４ａ、１４ｂ）が、泡沫トラップ（１５）を備える、装置。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の装置において、
　逆浸透またはナノ濾過濃縮物から二酸化炭素を回収するためのユニット（６）としての
過飽和リアクター、
　前記膜濾過ユニットとしての限外濾過ユニット、および
　前記消化槽としてのＣＳＴＲ
の少なくとも１つを備える、装置。
【請求項１６】
　植物または動物のための精製水および／または栄養素を得るためのプロセスであって、
　請求項１２から１５のいずれか一項に記載の装置における、生分解性有機物質および無
機物を含む水性廃棄物ストリームの処理を含み、または
　濾液が得られる嫌気性膜リアクターによる水性廃棄物ストリームの処理を含み、かつ前
記濾液が請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法で処理される、プロセス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、嫌気性膜バイオリアクター（anaerobic membrane bioreactor：ＡｎＭＢＲ
）からの濾液を処理する方法に関する。本発明は、生分解性有機物質を含む水性流体廃棄
物ストリームを処理するための消化槽、膜濾過ユニットおよび逆浸透ユニットまたはナノ
濾過ユニットを含む装置にさらに関する。
【背景技術】
【０００２】
　廃棄物ストリームの生物学的処理では、廃棄物ストリーム、例えば廃水ストリーム中の
生分解性汚染物（生分解性有機物質）を分解するために、活性バイオマス（微生物）が使
用される。
【０００３】
　いわゆる嫌気性処理（無酸素）のためには、当技術分野で一般的に既知の嫌気性微生物
共同体（コンソーシアム）が、汚染物をバイオリアクターでバイオガスを形成するメタン
および二酸化炭素に実質的に変換する。嫌気性条件下では、典型的には廃棄物中の生分解
性物質の小部分がバイオマス増殖のために使用されるにすぎないので、バイオマスの生成
は一般的に比較的低い。
【０００４】
　生分解性有機物質の変換は、バイオマス、廃棄物ストリームからの未反応の化合物およ
び無機反応生成物を含む水性懸濁液（混合液）を含有するバイオリアクター中で実施され



(5) JP 2020-514019 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

ることが適当である。
【０００５】
　そのようなバイオマス、未反応の固体および粒子状無機反応生成物は、濾過により、例
えば膜濾過により、バイオリアクターから取り出された流体から分離することができる。
膜は、廃棄物ストリームの生物学的嫌気性処理との組合せで使用することができて、廃水
処理プロセスからの廃水の品質を改善し、バイオマスの流失を避けて、プラントの環境負
荷を低下させ、および有機物の装荷を増大させる。膜分離ユニットと組み合わされた生物
学的リアクターは、膜バイオリアクター（ＭＢＲ）と一般的に称される。微生物が実質的
に嫌気性条件下で働くそのようなシステムは、嫌気性膜バイオリアクター（ＡｎＭＢＲ）
と称される。膜濾過ユニットでは、固体の多い保持液、および嫌気性膜バイオリアクター
からの固体の少ない濾液（透過物）が形成される。前記濾液は一般に、溶解した無機物（
カルシウム、マグネシウム、アンモニウムのような無機カチオン；リン酸イオン、炭酸イ
オンのような無機アニオン；二酸化炭素など）を含有し、通常、残存する溶解した有機物
も含有する。これらを除去するために、典型的には好気性処理プロセスを含む後処理が、
下流で実施される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特に、ＡｎＭＢＲの膜フィルターからの濾液を精製するためのさらなる代替法、特に付
着物（ファウリング）生成および／またはスケール形成の傾向が低下する方法であって、
ＡｎＭＢＲからの濾液の処理容量（一定の期間、例えば１年当たりに処理され得る濾液の
体積）が改善される方法が望まれている。
【０００７】
　そのような代替方法または装置、特に本出願で言及する何らかの利点を提供する方法ま
たは装置を提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、ＡｎＭＢＲからの濾液中に溶解した物質を除去するための、数種類の特
定の手段と組み合わせた特定のタイプの処理ユニットを使用することにより、これが達成
されることに気づいた。
【０００９】
　したがって、本発明は、嫌気性膜バイオリアクター（２）からの濾液（１ａ～１ｃ）を
実質的に嫌気性に保ちながら、嫌気性膜バイオリアクターからの濾液（１ａ）のｐＨを低
下させ、低下したｐＨを有する濾液を逆浸透処理またはナノ濾過処理（３）にかけて、逆
浸透またはナノ濾過透過物（４）および逆浸透またはナノ濾過濃縮物（５）を形成する、
嫌気性膜バイオリアクター（２）からの濾液（１ａ～１ｃ）を処理する方法に関する。
【００１０】
　本発明は、本発明による方法を実行するのに好適な装置にさらに関する。そのような装
置は、消化槽（９）および膜濾過ユニット（１１）を備える嫌気性膜バイオリアクター（
２）を備え、膜濾過ユニット（１１）の濾液排出口は、酸、特に二酸化炭素を膜濾過ユニ
ット（１１）からの濾液中に導入するための混合ユニット（８）を介して逆浸透またはナ
ノ濾過ユニット（３）に接続されており、逆浸透またはナノ濾過ユニットは、逆浸透また
はナノ濾過透過物の排出口（２８）および逆浸透またはナノ濾過濃縮物の排出口（２９）
を有する。さらに、（混合ユニットが、装置で生ずる二酸化炭素を濾液中に導入するため
の混合ユニットである実施形態では）装置は、典型的には、
－　前記透過物から二酸化炭素を回収するための二酸化炭素回収ユニット（７）であって
、前記透過物排出口に接続されている導入口（３３）を有し、二酸化炭素が回収された液
体、特に水のための排出口（３５）、および回収された二酸化炭素のための排出口（３４
）をさらに有し、回収された二酸化炭素のための排出口（３４）が、二酸化炭素を混合ユ
ニット（８）に導入するための混合ユニット（８）の導入口（２５ａ）に接続されている
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、二酸化炭素回収ユニット（７）、
－　前記濃縮物から二酸化炭素を回収するための二酸化炭素回収ユニット（６）であって
、前記濃縮物排出口（２９）に接続されている導入口（３０）を有し、二酸化炭素が回収
された濃縮物のための濃縮物排出口（３２）、および回収された二酸化炭素のための排出
口（３１）をさらに有し、回収された二酸化炭素のための排出口が、二酸化炭素を混合ユ
ニット（８）に導入するための混合ユニット（８）の導入口（２５ｂ）に接続されている
、二酸化炭素回収ユニット（６）、および
－　消化槽（９）で生じたバイオガスから二酸化炭素を回収するための二酸化炭素回収ユ
ニット（４０）であって、バイオガスを導入するための導入口（３９）、二酸化炭素が回
収されたバイオガスのための排出口（４１）、および回収された二酸化炭素のための排出
口（４２）を有し、回収されたバイオガスのための排出口（４２）が、二酸化炭素を混合
ユニット（８）に導入するための混合ユニット（８）の導入口（２５ｃ）に接続されてい
る、二酸化炭素回収ユニット（４０）、
の少なくとも１つを備え、該装置は、消化槽、膜濾過ユニットおよび逆浸透またはナノ濾
過ユニットにおいて、実質的に嫌気性の条件を維持するように構成されている。
【００１１】
　本発明による装置または方法は、精製水および／または栄養素を製造するために特に適
当である。したがって、本発明は、植物または動物のための精製水および／または栄養素
を得るためのプロセスであって、生分解性有機物質および無機物を含む水性廃棄物ストリ
ームの本発明による装置における処理を含み、または濾液が得られる嫌気性膜リアクター
における水性廃棄物ストリームの処理を含み、濾液が本発明による方法で処理される、プ
ロセスにさらに関する。
【００１２】
　逆浸透（ＲＯ）およびナノ濾過（ＮＦ）は、従来使用される場合、付着物またはスケー
ルを生じ易い。
【００１３】
　ＲＯまたはＮＦで使用される半透過性膜の細孔は小さくて、比較的少量の（有機）付着
物または（無機）スケールであっても実質的な問題になってしまう。
【００１４】
　このことが、ＲＯまたはＮＦの使用が、ＡｎＭＢＲの濾液を処理するための自明の選択
でない理由である。ＡｎＭＢＲシステムは、有機物質含有量が未だ比較的高い（典型的に
は最大で約１００ｍｇＣＯＤ／ｌ）濾液を生ずる傾向がある。ＲＯまたはＮＦが、ＡｎＭ
ＢＲからの濾液を処理するために使用される場合、ＡｎＭＢＲの濾液中に存在する物質も
、それらが栄養素として作用して微生物が増殖し、ＲＯまたはＮＦユニットにおける有機
付着物の原因になり得るので、ＲＯまたはＮＦを用いるＡｎＭＢＲ濾液の処理をさらに複
雑にし得る。
【００１５】
　さらに、特に、無機イオンは、ＲＯまたはＵＦユニット中で沈殿して、例えば炭酸塩（
ＣａＣＯ３）またはストルバイト（ＭｇＮＨ４ＰＯ４・６Ｈ２Ｏ）を形成することがある
。これはスケールの生成を生じさせ得る。このスケールの生成は、ＲＯまたはＮＦユニッ
トに原料を供給する流体ストリームの組成の変化によってさらに顕著になることがあり、
それはＲＯまたはＮＦ中の細孔の目詰まりの原因になり得る。逆浸透プロセスでは、二酸
化炭素の一部が保持液中に残留し、一部がＲＯまたはＮＦ膜を通り抜けてＲＯまたはＮＦ
の透過物中に入ることになる。それによりｐＨの上昇が起こり得る。本発明者らは、高す
ぎるｐＨは、ストルバイト（約ｐＨ７．５以上で）、リン酸カルシウムまたは炭酸カルシ
ウムなどの無機塩の沈殿を生じさせることに気づいた。約７．５のｐＨも、多くの微生物
が十分に増殖し得、したがってＲＯまたはＮＦ膜の有機付着物が生じ得るｐＨである。
【００１６】
　本発明者らは、ＲＯまたはＮＦに供給される濾液のｐＨを低下させることにより、ｐＨ
を有利に低い値に維持することが可能であることに気づいた。特に本発明者らは、ＲＯま
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たはＮＦシステムへの供給原料に外部の酸を添加することにより望ましくないｐＨ上昇を
避けるよりも、むしろ、ＡｎＭＢＲから生ずる二酸化炭素を使用することにより、これが
可能であることに気づいた。しかしながら、別の方法で、特にクエン酸などの有機酸、ま
たはスルファミン酸（Ｈ３ＮＳＯ３）などの無機酸であってもよい別の酸を添加すること
により、ｐＨを低下させることも可能である。
【００１７】
　ＲＯまたはＮＦにおける実質的な嫌気性条件を維持することと組み合わせて、このｐＨ
低下を利用して、特にＡｎＭＢＲから生ずる二酸化炭素を使用することにより、特にスケ
ールおよび付着物の両方のリスクが低下され得るので、システムは、長期間、所望の能力
で動作され得ることを、本発明者らはさらに明確に理解した。さらに、このことは、ＮＦ
ユニットのＲＯを清浄化するための化学物質の年間必要量の削減を可能にする。したがっ
て、本発明は、化学物質の使用を削減できる。スケールに関して、本発明者らは、無機塩
の沈殿によるスケールの他に、硫黄のスケールが、従来使用されているＲＯまたはＮＦユ
ニットにおける重大なリスク要因であることに気づいた。硫黄のスケールは、硫化水素（
例えば消化槽またはその下流で微生物により産生されて、ＲＯまたはＮＦユニットの供給
原料中に存在することもある）の酸化により生ずる。そのようなリスクは、本発明によっ
て、少なくとも実質的に回避、または少なくとも低減される。
【００１８】
　本発明による方法が、スケールを軽減するスケール防止剤の消費を相当に減少させるこ
とができることはさらなる利点である。炭酸カルシウムのような幾種類かの塩によるスケ
ール形成を回避するために、比較的効果的なスケール防止剤が、当技術分野において知ら
れているが、例えば、リン酸カルシウムについては知られていない。（大量の）スケール
防止剤の必要性を回避することは、ＲＯまたはＮＦの下流で、透過物または濃縮物をさら
に処理するためにも有利である。特に、濃縮物をさらに沈殿処理にかけ、塩、例えばスト
ルバイトを沈殿させる場合、（高濃度の）スケール防止剤が存在すると沈殿がより困難に
なる。
【００１９】
　本発明による方法が、さらなる実質的精製処理なしで、または限定的なさらなる精製処
理もしくは消毒だけで、工業用水もしくは家庭用水として使用することができるＲＯまた
はＮＦ透過物を提供するために適することは、さらなる利点である。
【００２０】
　本発明は、特に、二酸化炭素が（も）ＲＯまたはＮＦの濃縮物（その濃縮物は「ブライ
ン」と称されることもある）から炭酸塩として回収される実施形態で、二酸化炭素ガス放
出の減少がさらに可能である。
【００２１】
　本発明による方法の効果（単数または複数）を考慮に入れて、本発明は、以下の態様の
１つまたは複数に関して特に有利である。すなわち、全エネルギー消費の削減、ＲＯまた
はＮＦユニットの（膜（単数または複数）の）付着物の減少、ＲＯまたはＮＦユニットの
（膜（単数または複数）の）スケールの減少、ＲＯまたはＮＦユニットの（膜（単数また
は複数）の）寿命の延長、処理を実行する装置の稼働率（部品の清浄化または置き換えの
ための停止と停止の間の時間）の向上、ＲＯまたはＮＦ膜を通る流束の増大、ＲＯまたは
ＮＦの性能改善、処理能力の増大、精製水回収能力の増大、処理効率の向上、全体的な設
備投資額（Ｃａｐｅｘ）の削減、全体的な操業費（Ｏｐｅｘ）の削減、である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、ＲＯもしくはＮＦの濃縮物から二酸化炭素を回収する二酸化炭素回収ユ
ニット、および／またはＲＯもしくはＮＦの透過物から二酸化炭素を回収するために存在
する二酸化炭素回収ユニットについて、本発明の特定の実施形態を図式的に示す図である
。
【図２】図２は、二酸化炭素ユニットがＡｎＭＢＲで生じたバイオガスから二酸化炭素を



(8) JP 2020-514019 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

回収する本発明の特定の実施形態を図式的に示す図である。
【図３】図３は、ＲＯまたはＮＦの濃縮物から二酸化炭素を回収するユニット、ＲＯまた
はＮＦの透過物から二酸化炭素を回収する二酸化炭素回収ユニット、およびＡｎＭＢＲで
生じたバイオガスから二酸化炭素を回収する二酸化炭素ユニットの詳細を図式的に示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本明細書において使用する用語「または」は、別様に特定されない限り「および／また
は」として定義される。
【００２４】
　本明細書において使用する用語「ａ」または「ａｎ」は、別様に特定されない限り「少
なくとも１つ」として定義される。
【００２５】
　名詞（例えば、化合物、添加剤その他）を単数形で言及する場合、複数形も含まれるこ
とが意図される。
【００２６】
　用語「（少なくとも）実質的（に）（substantial（ly））」は、本明細書では、通常
、特定された一般的特性または機能を有することを示すために使用される。定量可能な特
徴を指す場合、この用語は、その特徴の最大の少なくとも５０％であり、さらに特に７５
％を超える、さらになお特に９０％を超えることを示すために特に使用される。用語「実
質的に（essentially）含まない」は、本明細書では、通常、物質が存在しない（有効な
出願日に利用可能な分析技術で達成できる検出限界未満）かまたは前記物質を実質的に含
まない製品の性質に有意に影響しないような少量で存在することを示すために、使用され
る。実用では、定量的用語で、製品は、物質の含有率が０～０．１ｗｔ％、特に０～０．
０１ｗｔ％、さらに特に０～０．００１ｗｔ％であれば、物質を実質的に含まないと通常
考えられる。
【００２７】
　本出願の文脈で、用語「約（about）」は、一般的に所与の値から１５％以下の偏差、
特に１０％以下の偏差、さらに特に５％以下の偏差を意味する。
【００２８】
　本明細書において使用する「生分解性有機物質」は、実質的に嫌気性条件下のリアクタ
ーでバイオマスにより、特にバイオマスまたはメタンに変換され得る有機物質である。
【００２９】
　本明細書において使用する「有機物質」は、化学的に酸化され得る、ＩＳＯ６０６０：
１９８９に記載された化学酸素要求（ＣＯＤ）試験により決定され得る任意の有機物質で
ある。有機物質の含有量はＣＯＤのｇ数、すなわち有機物質の酸化のために消費される酸
素のグラム数で一般的に表現される。
【００３０】
　用語「ｐＨ」は、見かけのｐＨ、すなわち標準の、較正されたｐＨ電極で測定されたｐ
Ｈに対して本明細書では使用される。
【００３１】
　明確にする目的および簡潔な記載のために、本明細書では、特徴が、同じかまたは別の
実施形態の部分として記載されているが、しかしながら、本発明の範囲は、記載された特
徴の全てのまたは一部の組合せを有する実施形態を含むことができることは認識されるで
あろう。特に定義されていない本明細書で使用される用語は、ＷＯ２０１３／１３９８２
３で定義されており、またはそこで定義されていなければ、共通の一般的知識に従って使
用されている。
【００３２】
　膜バイオリアクターからの濾液は、原則として、任意のＡｎＭＢＲから、例えば、ＷＯ
２０１１／１３０９２Ａ１、ＷＯ２０１３／１３９８２３またはそれらに引用された先行



(9) JP 2020-514019 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

技術に記載された（ように作動された）ＡｎＭＢＲからの濾液であってよい。
【００３３】
　ＡｎＭＢＲで処理された廃棄物ストリームは、原則として、嫌気性条件下で生分解性で
ある有機物質を含む任意の水性廃棄物ストリームであってもよい。好ましくは、廃棄物ス
トリームは、地方自治体の廃水ストリーム、工業廃水ストリーム、下水のストリーム、発
酵プロセスからの水性廃棄物ストリーム（残存発酵ブロスなど）、水性スラリーおよび水
性スラッジの群から選択される。本発明による方法において、嫌気性消化槽中に導入され
る廃棄物ストリームの含水量は広範囲で変化し得る。好ましくは、含水量は、廃棄物スト
リームの５０ｗｔ％を超えて、特に少なくとも８０ｗｔ％、さらに特に９０ｗｔ％以上で
ある。（有機）廃棄物の含有量は、５０％以下、２０％以下、１０％以下または２％以下
であってもよい。
【００３４】
　好ましい実施形態において、廃棄物ストリームは、特に、食品もしくは飲料の製造（例
えば、乳製品の製造、果実の加工処理）からの工業廃水または化学工場からの廃水または
農業廃水である。
【００３５】
　ＲＯまたはＮＦに導入される濾液は、通常、ｐＨ低下前でも、溶解した二酸化炭素（特
にＨＣＯ３

－／ＣＯ３
２－）を含有する。二酸化炭素は、典型的にはＡｎＭＢＲで形成さ

れ、その一部は、消化槽の液体流出物に溶解しており、さらに結果として濾液にも溶解し
ている。
【００３６】
　本発明による方法は、窒素含有化合物、リン含有化合物、カルシウムイオンおよびマグ
ネシウムイオンの群から選択される１種または複数の化合物の実質的な量を含有する廃棄
物ストリームから生ずる濾液の処理のために、または１種もしくは複数のこれらの化合物
の実質的な量が廃棄物ストリームの処理で使用され、および１種または複数のこれらの化
合物が濾液中に存在するかもしくは添加された、濾液の処理のために特に有利である。前
記窒素の少なくとも実質的部分は、典型的にはアンモニウムの部分である。前記リンの少
なくとも実質的部分は、典型的にはリン酸塩の部分である。食品もしくは飲料製造からの
廃水または農業廃水は、比較的多量のアンモニウム、リン酸塩、カルシウムおよび／また
はマグネシウムをしばしば含有する廃水の例である。
【００３７】
　本発明の好ましい方法では、ＲＯまたはＮＦにかけられる濾液は、少なくとも２０ｐｐ
ｍのリン酸塩、特に少なくとも５０ｐｐｍのリン酸塩を含有する。特に、本発明は、リン
酸塩に加えてアンモニウムおよびマグネシウムをさらに含む濾液の有利な処理を可能にす
る。そのような濾液について、ストルバイトの沈殿によるスケールは、実質的に避けられ
るか、またはＲＯもしくはＮＦが本発明の手段を使用せずに実施される参照方法と比較し
て少なくとも減少され得る。本発明の方法から特に利益を得るアンモニウムおよびリン酸
塩を含む濾液は、アンモニウムのリン酸塩に対するモル比が、１．０を超え、好ましくは
１．５以上、より好ましくは約２．５以上である。
【００３８】
　本発明による方法は、少なくとも１００ｍｇ／ｌのカルシウム、特に１００～６００ｍ
ｇ／ｌのカルシウムなどの実質的量のカルシウムを含有するＡｎＭＢＲからの濾液を処理
するためにも有用である。本発明の手段に基づいて、炭酸カルシウムの沈殿によるスケー
ル形成を実質的に回避するかまたは少なくとも減少させることが可能である。
【００３９】
　ＲＯまたはＮＦにより処理されるべきＡｎＭＢＲ濾液が得られるＡｎＭＢＲは、それ自
体既知の様式で動作することができる。通常、消化槽中の総懸濁固体量（ＴＳＳ）の平均
は、少なくとも５ｇ／ｌ、特に８～６０ｇ／ｌ、さらに特に８～４５ｇ／ｌ、さらに特に
１０～３５ｇ／ｌである。
【００４０】



(10) JP 2020-514019 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

　バイオマス（嫌気性微生物）が使用されて生分解性有機物質を分解し、それによりバイ
オガス（二酸化炭素およびメタンを含む）を形成するＡｎＭＢＲの消化槽（９）は、好ま
しくは、混合される反応器、特に連続撹拌槽型の反応器（ＣＳＴＲ）である。
【００４１】
　消化槽の水性流出物の濾過は、消化槽の内側または消化槽の外側に位置し得る濾過ユニ
ット（１１）で実施される。濾過ユニットは、膜濾過ユニット、典型的には限外濾過ユニ
ットである。膜濾過ユニットでは、濾液および保持液が形成される。濾液の少なくとも一
部は、本発明による方法でさらに処理される。
【００４２】
　ＲＯまたはＮＦの処理中における条件は、実質的に嫌気性であることが重要である。そ
れにより（バイオの）付着物が減少するかまたは回避されるが、それはスケールの減少ま
たは回避にも有効である。原理的に、実質的嫌気性条件は、任意の様式で達成することが
できる。しかしながら、本発明者らは、これを達成するために有利な複雑でない様式を見
出した。すなわち、濾過膜ユニット（１１）からの濾液を、ＲＯまたはＮＦのための供給
コンテナとしても機能するＡｎＭＢＲ濾液コンテナ（１２）（本明細書では、今後短縮し
て「濾液コンテナ」とも称される）に供給することである。ＡｎＭＢＲ濾液コンテナ（１
２）は、例えば備蓄槽または他の屋根付き容器であり、上部空間（１３）を有し、濾液コ
ンテナの前記上部空間および消化槽の上部空間（１０）との間にガス導管（１４）を備え
る。これにより、少なくとも使用中に、濾液コンテナおよび消化槽は、連通した容器であ
る。消化槽で形成されるバイオガスの圧力は、消化槽の内側において確実に大気圧を超え
るようにし、濾液コンテナとガス連通状態である場合、濾液コンテナ内、およびさらに下
流の少なくともＲＯまたはＮＦユニットの内側、またはその後までの嫌気性条件を維持す
るために効果的である。
【００４３】
　好ましくは、前記ガス導管は、消化槽の上部空間と透過物コンテナの上部空間の間に泡
沫トラップ（１５）を備える。泡沫は、一般的に消化槽の内側で形成される。本発明者ら
は、泡沫はあまりに高濃度で存在すれば、ＲＯまたはＮＦに有害な影響を及ぼす物質を含
有することもあることに気づいた。この泡沫トラップの存在は、これらの物質によるＲＯ
またはＮＦによる処理のために使用される濾液の汚染を防止する。当業者には、ガス導管
に泡沫トラップを備える方法は既知であろう。
【００４４】
　ＡｎＭＢＲの濾過膜を出る濾液は、消化槽中のｐＨとおよそ同じｐＨを有することがで
き、そのｐＨはおよそ中性または僅かに酸性またはアルカリ性、特に約６．８から約７．
８の範囲内のｐＨであり得る。
【００４５】
　ＡｎＭＢＲからの透過物をＲＯまたはＮＦにかける前に、濾液は、ｐＨを低下させるよ
うに処理される。通常、ＲＯまたはＮＦにかけられる濾液のｐＨは、約ｐＨ７．０以下、
好ましくは約ｐＨ６．７以下、より好ましくは特に約ｐＨ６．５以下の値に調節される。
通常、ｐＨは、特にＯＰＥＸを考慮して、約６．０以上、好ましくはｐＨ６．２以上、特
にｐＨ６．３以上である。特に好ましい実施形態では、ＲＯまたはＮＦにかけられる濾液
のｐＨは、６．３から６．５の範囲内である。
【００４６】
　濾液のｐＨは、濾液がＲＯまたはＮＦにかけられる比較的少し前に、すなわちできれば
ＡｎＭＢＲ濾液コンテナの下流で調節されることが好ましい。これは、ＡｎＭＢＲからの
濾液が消化槽にリサイクルされる場合に特に望ましい。そのような場合、リサイクルスト
リームとＲＯまたはＮＦにより処理されるべきストリームとに分岐される前の濾液に酸を
添加すると、酸を添加した濾液が消化槽にリサイクルされて、ｐＨ低下に効果的に使用さ
れる部分を減少させて、ＡｎＭＢＲから回収されるバイオガス中におけるメタンの相対含
有量を低下させる可能性がある。
【００４７】
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　さらなるＲＯまたはＮＦの条件は、精製水を得るために当技術分野において一般的に知
られている条件に基づいて実施され得る。例えば、Ｃ．Ｆｒｉｔｚｍａｎｎら／Ｄｅｓａ
ｌｉｎａｔｉｏｎ　２１６巻（２００７年）１～７６頁を参照されたい。
【００４８】
　ＲＯまたはＮＦ中に、ＲＯまたはＮＦ濃縮物（ブライン）およびＲＯまたはＮＦ透過物
が形成される。濃縮物は、無機塩、有機物が濃縮されて、バイオマスを含有することがで
きる。さらに、好ましい態様として酸がｐＨを低下させるために使用されていれば、バイ
オマスは、ｐＨを低下させるためにＡｎＭＢＲ濾液中に溶解した二酸化炭素などの酸の部
分を通常含有するであろう。経験則として、ＲＯまたはＮＦにより得られた濃縮物は、最
大で約３０ｗｔ％の、好ましくは２５～３５ｗｔ％の水以外の成分を含有する。
【００４９】
　ＲＯまたはＮＦの濃縮物は、それ自体既知の様式に基づいて、さらに処理されるかまた
は廃棄されてもよい。
【００５０】
　有利な実施形態では、ＲＯまたはＮＦ濃縮物は、二酸化炭素を回収するために処理され
て、その二酸化炭素は、ＲＯまたはＮＦにより処理されるべき濾液のｐＨを調節するため
に使用される。これは、例えば膜接触器または真空脱ガス装置を使用して行うことができ
る。
【００５１】
　好ましい実施形態では、ＲＯまたはＮＦ濃縮物は、沈殿工程にかけられて、そこで塩が
沈殿する。特に、それは、リン酸塩および／またはアンモニウム塩または例えば肥料とし
て使用され得る別の栄養分を含む塩の沈殿を調製するために有利である。栄養製品中に１
種以上、存在し得る栄養素として可能性のある金属カチオンは、カリウム、カルシウム、
マグネシウムおよび微量金属を含む。ストルバイト、リン酸カルシウムおよび／または炭
酸カルシウムを含む沈殿が形成され得ることが有利である。沈殿は、アルカリ土類酸化物
（ＭｇＯ、ＣａＯ）または水酸化物（ＣａＯＨ、ＭｇＯＨ）または水酸化アルカリ、特に
ＫＯＨ、などの栄養価を有するアルカリ性物質を添加することにより、行うことができる
。有利に、過飽和反応器（supersaturator reactor）が使用される。それにより、添加さ
れるアルカリ性物質の使用を避けることができるかまたは実質的に減少させることができ
る。沈殿は、さらなる処理にかけること、特に乾燥することができる。乾燥中に、固体片
（塩の結晶）が回収される。ＮＨ３を含む気相を使用（または形成）することができて、
ＮＨ３は、気相から水吸収器で回収することができ、そこで水酸化アンモニウムが回収さ
れる。これは肥料製造等のために使用することができる。
【００５２】
　ＲＯまたはＮＦ濃縮物からの二酸化炭素の回収を、無機塩を回収する沈殿工程と組み合
わせることは特に好ましい。二酸化炭素の回収により、ＲＯまたはＮＦ濃縮物のｐＨは上
昇して、それにより沈殿を達成するためのアルカリ性物質は減少するかもしくは必要とさ
れず、および／または沈殿を達成するために必要とされるＲＯもしくはＮＦ濃縮物の濃度
は減少する。
【００５３】
　好ましい実施形態で、二酸化炭素は、ＲＯまたはＮＦ透過物から回収される。二酸化炭
素を有利に回収するために適当な設備は、ＲＯまたはＮＦ濃縮物から二酸化炭素を除去す
る、真空ストリッパー、ガスストリッパー（窒素を使用して二酸化炭素を気化するストリ
ッパーなど）および膜接触器からなる群から選択される。
【００５４】
　さらに、嫌気性の消化槽で生じたバイオガスから二酸化炭素を回収して、ＲＯまたはＮ
Ｆの供給原料として使用する前にその二酸化炭素をＡｎＭＢＲ濾液中に導入することが可
能である。バイオガスから二酸化炭素を回収するために、メタンより二酸化炭素に透過性
の、または二酸化炭素よりメタンに透過性のガス選択膜による分離などの既知の技法を使
用することができる。バイオガスを酸化工程にかけることもでき、それにより二酸化炭素
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が形成され、生じたガスがｐＨ調節のために使用される。
【００５５】
　図１～３は、本発明による方法および装置を図式的に例示する。該装置は、さらなる流
体の配管（例えばリサイクル用の配管）、導入口、排出口、処理ユニット、およびポンプ
、バルブ、コントローラー、センサーなどの追加の設備、例えば、本明細書で言及した先
行技術およびハンドブックに記載されたその他の設備を含むことができることは、当業者
により理解されるであろう。当業者は、共通の一般的知識および本明細書で開示された情
報に基づいて、これらが必要とされるかまたは望まれるかを決定することができるであろ
う。本明細書の残りの記載および特許請求の範囲から理解されるように、図に示された多
数の項目、例えば泡沫トラップ（１５）、および二酸化炭素回収ユニット（６、７、４０
）を２つ以上配置することが任意選択であることも、当業者には明らかである。別々の図
面による部品を組み合わせることが可能であり、例えば図３に例示されたように、特に図
１の二酸化炭素回収施設の１つまたは両方と図２の二酸化炭素回収施設とを組み合わせる
ことが可能であるの、ことも、当業者には明らかである。
【００５６】
　有機物質の嫌気性分解は、少なくとも使用中は嫌気性微生物を含有する消化槽９で実施
される。消化槽は、典型的には、流体の廃棄物ストリーム１６のための導入口、バイオガ
ス３８のための排出配管および液体流出物１７の排出口を有する。
【００５７】
　液体流出物１７のための排出口は、導管１７ａを通して膜濾過ユニット１１の導入口１
８と接続されており、それにより液体流出物は、濾過ユニット１１に導入され得る。濾過
ユニットでは、保持液が形成されて、そのための保持液排出口１９が存在し、濾液のため
の濾液排出口２０が存在する。濾過ユニット１１からの濾液（ＡｎＭＢＲ濾液とも称され
る）は、濾過ユニットのための導入口１８に部分的にリサイクルされてもよく、または消
化槽９にリサイクルされてもよい（不図示）。ＡｎＭＢＲ濾液は、配管１ｃおよび導入口
２１を通して濾液コンテナ１３中に便利に導入される。典型的には濾液コンテナは濾液槽
であり、（明らかに、設計された、液体のためのおよび任意選択でガスのための１つまた
は複数の導入口および排出口は別にして）一般的に閉じた構造である。この濾液コンテナ
１３から、ＡｎＭＢＲ濾液が濾液コンテナの排出口２２を通してＲＯユニット（３）の方
向に供給される。濾液の一部がリサイクルされる場合にも、濾液コンテナ１３を通して便
利に行われる。
【００５８】
　二酸化炭素の導入は、一般的にＲＯユニット３に進入する前であって、好ましくは透過
物コンテナ１２とＲＯまたはＮＦユニット３との間に行われる。このために、通常、従来
の気液混合ユニット８が備えられて、その導入口２４は濾液排出口２２に配管１ｂを通し
て接続されている。気液混合ユニット８は、１つまたは複数の二酸化炭素導入口（２５ａ
、２５ｂ）およびｐＨが低下した濾液のための排出口２６をさらに有する。好ましくは、
混合ユニットがｐＨセンサーを備えるか、またはｐＨセンサーは、気液混合ユニット８の
下流かつＲＯまたはＮＦユニット３の上流に備えられる。このセンサーは、ＲＯまたはＮ
Ｆユニットに進入する濾液のｐＨを所望の範囲内に維持するために、濾液流量に対する二
酸化炭素流量を調節するための制御デバイスに接続されていてもよい。二酸化炭素が導入
された濾液のための排出口２６は、ＲＯまたはＮＦユニット３の導入口２７に配管１ａを
介して接続されている。
【００５９】
　ＲＯまたはＮＦユニット３は、ＲＯまたはＮＦ膜を含む。ＲＯまたはＮＦ膜によりＡｎ
ＭＢＲ濾液中の水以外の物質の少なくとも実質的部分が保持され、水（それに加えて、通
常、若干の溶解したガス、特に二酸化炭素）は通過する。保持された部分は、塩が濃縮さ
れたブライン、および当てはまれば、残存有機物およびバイオマスである。透過物は精製
水であり、それは、任意で最終の処理、例えば、ｐＨを約中性とするｐＨ調節の後で、家
庭用の水または工業用水として使用され得る。ｐＨ調節には、二酸化炭素回収が適当な処
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【００６０】
　ＲＯまたはＮＦユニット３は、ＲＯまたはＮＦ濃縮物のための排出口２９およびＲＯま
たはＮＦ透過物のための排出口２８を備える。図１により例示される実施形態で、ＲＯま
たはＮＦ濃縮物およびＲＯまたはＮＦ透過物のための前記排出口の少なくとも１つはそれ
ぞれ、二酸化炭素回収ユニットと接続されている。
【００６１】
　図１において、ＲＯまたはＮＦ濃縮物のための排出口２９は、二酸化炭素回収ユニット
６の導入口３０に配管５を介して接続されている。二酸化炭素回収ユニット６は、二酸化
炭素が回収された濃縮物のための排出口３２を備える。それはさらにガス排出口３１を備
える。これは気液混合ユニットの導入口２５ｂにガス配管３６を介して接続されている。
【００６２】
　図１において、ＲＯまたはＮＦ透過物のための排出口２８は、二酸化炭素回収ユニット
７の導入口３３に配管４を通して接続されている。二酸化炭素回収ユニット７は、二酸化
炭素が回収された水のための排出口３５を備える。それは、さらにガス排出口３４を備え
る。この排出口は、気液混合ユニットの導入口２５ａにガス配管３７を通して接続されて
いる。二酸化炭素回収ユニット６および７の両方が存在する場合は、導入口２５ａおよび
導入口２５ｂは同じ導入口であってもよい。
【００６３】
　図１は、使用中に嫌気性条件を維持するために好ましい方法をさらに例示する。消化槽
９および濾液コンテナ１２は、少なくとも使用中には、消化槽９の上部空間１０と濾液コ
ンテナ１２の上部空間１３とを接続するガス導管１３ａ、１４ｂを介して連通している容
器である。存在することが好ましい泡沫トラップ１５も図示されている。当業者により理
解されるように、導管１４ｂは、消化槽の上部空間１０中に直接接続することもバイオガ
ス排出配管３８を介して接続することもできる。消化槽９の上部空間と濾液コンテナ１２
の上部空間との間のガス連通接続を提供することのさらなる利点は、逆流処理中のガス急
増の防止である。逆流処理中、ある（小さい）量のバイオガスが膜濾過ユニットの膜（単
数または複数）を通して急激に押し戻される。これは、消化槽の上部空間のバイオガス流
速の急上昇を引き起こす可能性があり、透過物コンテナが接続していない場合、それは最
終的にバイオガスの望ましくない急発生（flaring）を生じる可能性がある。消化槽およ
び濾液コンテナを連通容器とするガス導管（１４ａ、１４ｂ）により、濾液コンテナ１２
から流出した任意の過剰な液体体積が、逆流中に、消化槽９からのバイオガスと瞬時に等
しい体積になるであろう。この問題に対する代替的解決は急発生したバイオガスを捕捉す
るガスホルダーを設置することである。しかしながら、これはさらに複雑な解決策である
。
【００６４】
　さらなる実施形態において（図２参照）、装置は、消化槽（９）で生成するバイオガス
から二酸化炭素を回収するためのガス処理ユニット（４０）を備え、そのガス処理ユニッ
トには、消化槽（９）のバイオガス排出口（３８）とガス処理ユニット（４０）のバイオ
ガス導入口（３９）の間に導管が備えられる。前記ガス処理ユニット（４０）は、二酸化
炭素が回収されたバイオガス（したがって、メタンが富化されている）のための排出口（
４１）および回収された二酸化炭素のための排出口（４２）をさらに備える。回収された
二酸化炭素のための排出口（４２）は、ガス混合ユニット８の導入口（２５ｃ）と接続さ
れている。図２のさらなる構成は、図１における同じ番号を有する構成に対応する。
【００６５】
　図３は、本発明による装置の設計をより詳細に示す。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月22日(2018.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　嫌気性膜バイオリアクター（２）からの濾液（１ａ～１ｃ）を処理する方法であって、
　前記嫌気性膜バイオリアクター（２）からの前記濾液（１ａ～１ｃ）を実質的に嫌気性
に保ちながら、前記嫌気性膜バイオリアクターからの前記濾液（１ａ）に二酸化炭素を導
入して前記濾液のｐＨを低下させ、低下したｐＨを有する前記濾液を逆浸透処理またはナ
ノ濾過処理（３）にかけて、逆浸透またはナノ濾過透過物（４）および逆浸透またはナノ
濾過濃縮物（５）を形成する、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記二酸化炭素の少なくとも一部が、前記逆浸透またはナノ濾過透過物（４）から回収
される、方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法において、
　前記二酸化炭素の少なくとも一部が、前記逆浸透またはナノ濾過濃縮物から回収される
、方法。
【請求項４】
　請求項１、２または３に記載の方法において、
　前記二酸化炭素の少なくとも一部が、前記嫌気性膜バイオリアクター（２）で生じたバ
イオガス（３８）から回収される、方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の方法において、
　前記逆浸透またはナノ濾過にかけられる前記嫌気性膜リアクターからの前記濾液のｐＨ
を、ｐＨ７．０以下の値に、好ましくは６．３から６．５の範囲内のｐＨに低下させる、
方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の方法において、
　－　前記嫌気性膜バイオリアクター（２）の前記濾液は、嫌気性膜バイオリアクター（
２）の膜濾過ユニット（１１）、特に限外濾過ユニット（１１）で形成され、前記嫌気性
膜バイオリアクター（２）は消化槽上部空間（１０）を有する嫌気性消化槽（９）をさら
に備え、
　－　実質的に嫌気性条件を維持しながら、前記膜濾過ユニット（１１）で形成された前
記濾液（１ｃ）が濾液コンテナ上部空間（１３）を有する濾液コンテナ（１２）中に供給
され、前記濾液コンテナ（１２）から、前記嫌気性膜バイオリアクターからの前記濾液（
１ｂ、１ａ）が逆浸透またはナノ濾過ユニット（３）に供給され、そこで前記逆浸透処理
またはナノ濾過処理が行われ、
　前記消化槽（９）および前記濾液コンテナ（１２）は、前記消化槽上部空間（１０）と
前記濾液コンテナ上部空間（１３）とを接続するガス導管（１４ａ、１４ｂ）を介して連
通する容器である、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、
　前記嫌気性膜リアクターからの前記濾液に、回収された二酸化炭素を導入することによ
り、前記濾液のｐＨを低下させ、前記導入は、前記濾液コンテナ（１２）の下流かつ前記
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逆浸透またはナノ濾過ユニット（３）の上流で行われる、方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の方法において、
　逆浸透またはナノ濾過にかけられる、前記嫌気性膜バイオリアクターからの前記濾液が
、少なくとも２０ｐｐｍのリン酸塩、特に約５０ｐｐｍ以上のリン酸塩およびアンモニア
を含有し、アンモニアのリン酸塩に対するモル比は１．５より大きい、特に約２．５以上
である、方法。
【請求項９】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の、または請求項１から４のいずれか一項に従属
する請求項５から８のいずれか一項に記載の方法において、
　二酸化炭素が、前記逆浸透またはナノ濾過濃縮物から回収され、それにより、逆浸透ま
たはナノ濾過処理の直後の前記濃縮物と比較して二酸化炭素含有量が低下した濃縮物が得
られ、
　前記二酸化炭素含有量が低下した濃縮物が、塩析、好ましくは過飽和工程にかけられ、
沈殿物、好ましくはアンモニアおよび／またはリン酸塩を含む沈殿物が回収される、方法
。
【請求項１０】
　請求項１から４のいずれか一項、請求項１から４のいずれか一項に従属する請求項５か
ら８のいずれか一項、または請求項９に記載の方法において、
　前記逆浸透またはナノ濾過透過物が、真空ストリッパー、ガスストリッパー（窒素を使
用して前記透過物から二酸化炭素を取り出すストリッパーなど）および膜接触器からなる
群から選択される二酸化炭素回収ユニットで処理され、前記透過物から二酸化炭素を取り
出す、方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法を実行するのに適した装置であって、
　消化槽（９）および膜濾過ユニット（１１）を備える嫌気性膜バイオリアクター（２）
を備え、前記膜濾過ユニット（１１）の濾液排出口は、二酸化炭素を前記濾液中に導入す
るための気液混合ユニット（８）を介して逆浸透またはナノ濾過ユニット（３）に接続さ
れており、前記逆浸透またはナノ濾過ユニットは、逆浸透またはナノ濾過透過物排出口（
２８）および逆浸透またはナノ濾過濃縮物排出口（２９）を有し、
　前記装置は、
　－　前記透過物から二酸化炭素を回収するための二酸化炭素回収ユニット（７）であっ
て、前記透過物排出口に接続されている導入口（３３）を有し、二酸化炭素が回収された
液体、特に水のための排出口（３５）、および回収された二酸化炭素のための排出口（３
４）をさらに有し、前記回収された二酸化炭素のための排出口（３４）が、前記二酸化炭
素を前記混合ユニット（８）に導入するための前記混合ユニット（８）の導入口（２５ａ
）に接続されている、二酸化炭素回収ユニット（７）、
　－　前記濃縮物から二酸化炭素を回収するための二酸化炭素回収ユニット（６）であっ
て、前記濃縮物排出口（２９）に接続されている導入口（３０）を有し、二酸化炭素が回
収された濃縮物のための濃縮物排出口（３２）、および回収された二酸化炭素のための排
出口（３１）をさらに有し、前記回収された二酸化炭素のための排出口が、前記二酸化炭
素を前記混合ユニット（８）に導入するための前記混合ユニット（８）の導入口（２５ｂ
）に接続されている、二酸化炭素回収ユニット（６）、および
　－　前記消化槽（９）で生じたバイオガスから二酸化炭素を回収するための二酸化炭素
回収ユニット（４０）であって、前記バイオガスを導入するための導入口（３９）、二酸
化炭素が回収されたバイオガスのための排出口（４１）、および回収された二酸化炭素の
ための排出口（４２）を有し、前記回収されたバイオガスのための排出口（４２）が、前
記二酸化炭素を前記混合ユニット（８）に導入するための前記混合ユニット（８）の導入
口（２５ｃ）に接続されている、二酸化炭素回収ユニット（４０）、
の少なくとも１つをさらに備え、
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　前記装置は、前記消化槽、膜濾過ユニットおよび前記逆浸透またはナノ濾過ユニットに
おいて、実質的に嫌気性の条件を維持するように構成されている、装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置において、
　上部空間（１０）を有する消化槽（９）を備え、前記消化槽は、水性流体ストリームの
ための導入口（１６）、ガス排出口（１８）、導管（１７ａ）を介して膜濾過ユニット（
１１）の導入口（１８）と接続されている液体流出物のための排出口（１７）を有し、前
記膜濾過ユニット（１１）は保持液排出口（１９）および濾液排出口（２０）を有し、
　上部空間（１３）を有する濾液コンテナ（１２）を備え、前記濾液コンテナは、濾液導
管（１ｃ）を介して前記濾過ユニット（１１）の濾液排出口（２０）と接続されている導
入口（２１）および濾液排出口（２２）を有し、
　前記消化槽（９）および前記濾液コンテナ（１２）は、少なくとも使用中は、前記消化
槽（９）の前記上部空間（１０）と前記濾液コンテナ（１２）の前記上部空間（１３）と
を接続するガス導管（１３ａ、１４ｂ）を介して連通する容器である、装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置において、
　前記消化槽上部空間（１０）と前記濾液コンテナ上部空間（１３）とを接続する前記ガ
ス導管（１４ａ、１４ｂ）が、泡沫トラップ（１５）を備える、装置。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の装置において、
　逆浸透またはナノ濾過濃縮物から二酸化炭素を回収するためのユニット（６）としての
過飽和リアクター、
　前記膜濾過ユニットとしての限外濾過ユニット、および
　前記消化槽としてのＣＳＴＲ
の少なくとも１つを備える、装置。
【請求項１５】
　植物または動物のための精製水および／または栄養素を得るためのプロセスであって、
　請求項１１から１４のいずれか一項に記載の装置における、生分解性有機物質および無
機物を含む水性廃棄物ストリームの処理を含み、または
　濾液が得られる嫌気性膜リアクターによる水性廃棄物ストリームの処理を含み、かつ前
記濾液が請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法で処理される、プロセス。
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